
は し が き

　外国為替業務の内容は多岐にわたり、広義には、金融機関が行う国際業

務全般を指します。狭義には、金融機関に依頼される個々の外国為替実務、

つまり輸出入、為替予約、外国送金、外貨預金、外貨貸付け、海外進出支

援業務等の取引であり、これに付随する業務を指します。

　外国為替業務は、国内の預金業務や融資業務と並ぶ金融機関の主要業務

の 1つとなっているため、金融機関行職員の皆さんが外国為替業務につい

ての知識を身に付ける重要性が高まっています。

　本書は、金融機関で外国為替業務に携わっている方、その経験のある

方々にご執筆をいただき、外国為替の基本的な仕組みから、国際業務・外

国為替取引について必要な実務知識を取引項目ごとにわかりやすく解説し

ています。

　本改訂版においては、外為実務をめぐる法制度の動きを反映し、内容全

体に見直しを加えています。

　また本書は、銀行業務検定試験「外国為替 2級」「外国為替 3級」の参

考図書としてもご活用いただける内容となっており、受験用の知識はもち

ろんのこと、日々の業務にも役立つよう、最近の動向を盛り込みつつ、よ

り実務的な内容としています。

　本書が外国為替業務に携わる方の一助となり、もって金融機関の発展に

資することとなるよう願っております。

　2023年11月

 経済法令研究会
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 為替とは
　為替とは、遠隔地にある者同士が代金（債権・債務）決済を、現金を使わず
に電信送金や小切手、手形などの手段により金融機関を介して行う仕組みをい
う。また決済とは、資金の受取や支払をすることをいう。
　例えば、図表 1－ 1のように10百万円の商品を仕入れた債務者である東京の
Aがその代金を福岡のBに現金を支払わなければならないとき、Aは東京から
福岡まで現金を持って行かなければならない。この場合、盗難・紛失の危険や
手間がかかる。そこでAは、取引銀行であるL銀行に10百万円を支払い、Bの
取引銀行であるM銀行を経由してBに代金を支払う。なお為替取引にはこのよ
うな送金、振込のほか手形を使った取立の方法もある。ここでL銀行とM銀行
間の資金の受渡は、全銀システムを使って行われる。このシステムは、銀行間
の受払差額を各行が保有する日本銀行の当座預け金の資金を振り替えることに
より行われる。こうして東京のAは現金を持ち運びすることなく、福岡のBに
支払うことができる。

●図表 １－ １　内国為替取引の仕組み●

外国為替の概要
1第 節

外国為替の意義1

Ｌ銀行 Ｍ銀行

10百万円　資金付替（全銀システム）

10百万円送金依頼

Ａ
取引契約

Ｂ　代金受取

10百万円支払
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第 1節　外国為替の概要

 外国為替とは
　外国為替は、上記の国内の為替取引の仕組みが外国との間で行われるもので
ある（図表 1－ 2）。ただし、後述するようにいくつかの点で内国為替と異な
るため、それらが外国為替の特色といってもよい。

●図表 １－ ２　外国為替取引（電信送金）の仕組み●

　ニューヨークのD社から10万米ドル商品を輸入した東京のC社は、X銀行に
依頼してニューヨークのY銀行経由でD社に支払ってもらう。C社は通常、米
ドルを持っていないためX銀行に14百万円（ 1米ドル＝140円とする）を支払
い、米ドルに交換してY銀行経由でD社に支払う。
 

 為替相場の存在
　国内での為替取引では当然、使用される通貨は日本円だが、外国為替取引で
は多くの場合、通貨の異なる国の者同士の決済となるため、通貨の交換を伴う。
お客様は支払に必要な外貨を銀行から購入し、受け取った外貨を日本円に交換
する。その場合の交換比率となるのが外国為替相場である。

 決済は個別に
　国内での為替取引では、全銀システムを通じて各金融機関が預けている日銀
当座預け金で差額を振替決済するが、外国為替にはそのような決済機関が存在
しない。各銀行が外国の銀行とコルレス契約（後述本章第 2節）を結び、取引
1件ごとに決済する。

Ｘ銀行
Ａ/ＣＸ銀行（東京） Ｙ銀行（ニューヨーク）

11百万円支払
（10万米ドル相当）

Ｘ銀行の口座から引き落し
10万米ドル支払

Ｃ社 Ｄ社

Ａ/Ｃ＝口座

外国為替の特色2
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  外国為替および外国貿易法や犯罪収益移転防止法等の適用
　外国為替取引では決済を行うが、その受取や支払の原因となる行為の適法性
については、外為法によって律せられている。また決済の源泉となる資金の出
所や取引当事者については犯収法により金融機関に確認義務がある。

 国際ルール、取引相手国の法的規制等を受ける
　法制度や商習慣の異なる国との取引では国際商業会議所（ICC）の制定した
国際規則（後述本章第 4節）が多くの銀行で採用・適用されているため国際規
則に習熟し、把握しておくことが必要となる。また法的には自国のみならず取
引相手国の法律の適用も受けるため、海外で生じたトラブルは当該国の法の適
用を受ける。

 時差等に伴う決済リスク
　時差の関係で、取引相手国と同一日付、時間帯等で決済できないリスクがあ
る。例えば、米国からの電信送金では時差によって日本での受取は必ず翌日以
降になり、時差のあまりないアジア・オーストラリア向けの電信送金ではカッ
トオフタイム（注）により翌日扱いになることがある。
（注）その時刻までに支払指図等のメッセージが到着すれば、受信銀行側が当日処理を行う
締切の時刻をいう。

 

 売為替と買為替（銀行側からみた区分）

外国為替の種類3

銀行がお客様に為替を売る＝売為替 銀行がお客様から為替を買う＝買為替
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第 1節　外国為替の概要

 仕向為替と被仕向為替（為替の起点、終点）

　取引の起点からみた為替が「仕向為替」、終点からみた為替が「被仕向為替」
となる。

 並為替と逆為替（為替の流れと資金の流れの方向による区分）

　債務者から債権者に資金を送金をして決済する方法が「並為替」、債権者が
取立手形により債務者から資金を取立するのが「逆為替」となる。並為替は資
金の流れと為替の流れが同じで、逆為替は資金の流れと為替の流れが反対とな
る。

 外貨為替と円為替
　決済通貨による区分であり、わが国の企業等が国際間での決済に使用される
通貨が外貨であれば、「外貨為替（外貨建ての為替）」であり、円であれば「円
為替（円建て）」という。外貨為替の場合はわが国の企業等が為替リスクを負
い、円為替の場合は海外の企業等が為替リスクを負う。

 直物為替と先物為替
　為替取引の実行（受渡）時期による区分であり、為替取引の実行が直ちに行
われるのが「直物為替」、将来に行われるのが「先物為替」である（図表 1－
3）。どちらも、対顧客取引の場合と銀行間取引の場合で受渡日が異なる。な
お、直物為替に適用される相場を直物相場、先物為替に適用される相場を先物
相場という。

仕向銀行（為替の起点） 被仕向銀行（為替の終点）

資金
〈並為替〉 〈逆為替〉

資金

送金小切手 取立手形債務者 債権者 債権者 債務者
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第 １章担当
遠藤　玲司（えんどう れいじ）
貿易アドバイザー協会（AIBA）所属
千葉銀行で長年、国際業務に携わり、同行各店の顧客の貿易取引相談や行員の外国為替の実
務研修、トレーニーなどに従事。同行退職後、外国為替の通信講座等に係る執筆活動を行っ
ている。著書に「 3ヵ月マスター外為コース」（きんざい）、「やさしい外為営業入門講座」
（近代セールス社）、「外国為替と貿易の基本がよくわかるコース」（共著、経済法令研究会）
等がある。

第 ２章・第 3章担当
利見　英一（としみ ひでかず）
貿易アドバイザー協会（AIBA）所属
京都銀行で外国為替業務に長年携わり、外為事務企画や外為システム構築を行う。ニュー
ヨーク支店に 7年間駐在。帰国後、行内研修の講師や京都貿易協会主催セミナーの講師を務
めた。銀行退職後、外国為替関係通信講座用テキスト等の校閲・執筆を行っている。

第 4章担当
花木　正孝（はなき まさたか）
近畿大学経営学部教授　貿易・ファイナンスコース主任
大阪大学経済学部卒業。1989年 4 月住友銀行（現三井住友銀行）入行。営業店にて外為を中
心に法人営業を担当後、2003年より大阪外為センター（現大阪グローバルサービス部）勤務。
研修・サポートグループにて、主に地方銀行・第二地方銀行・信用金庫職員向けの外為実務
研修・相談業務を担当。2015年 4 月近畿大学経営学部准教授。2021年 4 月同教授。2022年 9
月博士（商学）。2022年10月より現職。専門は、外為実務、外為コンプライアンス、貿易代
金決済電子化等。日本貿易学会、国際商取引学会理事、日本港湾経済学会常任理事。

第 5章担当
大重　康雄（おおしげ やすお）
志學館大学法学部教授。貿易アドバイザー協会（AIBA）認定貿易アドバイザー（#018）
成蹊大学経済学部卒業。1976年 4 月～2004年 3 月鹿児島銀行勤務。主に国際業務を中心に外
貨資金取引や地域での貿易取引支援に取り組む。2004年 4 月から2019年 3 月鹿児島女子短期
大学教養学科勤務。主に国際経済・地域経済・キャリア開発等を担当。2019年 4 月から現在
まで志學館大学法学部法ビジネス学科勤務。主に国際ビジネス論・経営学・地域経済演習等
を担当。鹿児島県立短期大学非常勤講師。外国貿易論等を担当。
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第 6章 １節～ 3節担当
奥田　善生（おくだ よしきよ）
1966年三井銀行（現三井住友銀行）入行、浅草支店外国課長、大阪外国事務センター輸入課
長、研修部長代理、外貨両替事務室長等を務め、主に外国為替の業務と研修を担当。共著に
「輸出入と信用状取引」、「ゼミナール外為実務Q&A」他がある。

第 6章 4節担当
堀内　秀晃（ほりうち ひであき）
ゴードン・ブラザーズ・ジャパン　代表取締役社長
京都大学経済学部卒業。住友銀行（現三井住友銀行）入行。1991～2005年ニューヨーク勤務。
問題債権部門の部門長としてDIPファイナンスをはじめとする事業再生融資、ファンド投資、
多くの私的整理、法的整理案件を手掛ける。2005年に帰国後はプライベート・エクイティ
ファンド投資を担当。2007～2015年まで日本GE（GEキャピタル）にてAsset Based 
Lendingを用いた事業再生融資を手掛ける。2015年にゴードン・ブラザーズ・ジャパンに移
籍、動産関連業務に従事。2022年12月より現職。

第 7章担当
木下　義文（きのした よしふみ）
日本経済大学経営学部経営学科・同大学院経営学研究科教授。2003年 1 月、ジェトロ貿易ア
ドバイザー認定を経て、2019年 3 月まで貿易アドバイザー協会（AIBA）所属。
1984年 3 月立教大学社会学部卒業。1984年 4 月三井銀行（現三井住友銀行）入行、2017年 3
月退職。この間、一貫して外国為替、貿易金融、中小企業の海外進出支援業務に従事。2017
年 4 月、日本経済大学経営学部経営学科・同大学院経営学研究科准教授。2018年 3 月日本大
学大学院総合社会情報研究科博士後期課程修了、博士（総合社会文化）。2018年 4 月現職。
中小企業の国際展開における課題と対策についてファミリービジネスの視点から研究を行う。
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